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無線 LANのセキュリティに関するガイドラインの周知について（依頼） 

 

 

 日頃より医療分野の情報化に関し、格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 今般、総務省より別添１のとおり、無線 LANのセキュリティに関するガイドライン

について、ICT の利活用が進みつつあることを鑑みて、病院等に対して幅広く周知す

るよう依頼がございましたので、周知いたします。 

 なお、当該ガイドラインの内容のうち、医療機関で重要となる対策のポイントを別

添２のとおり整理しましたので、あわせてご活用ください。 

 貴部（局）におかれましては、本ガイドラインを管内の医療機関等に対してご周知

いただきますようご協力方よろしくお願いいたします。 

なお、本周知は別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会、一

般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協

会、公益社団法人日本精神科病院協会宛にも送付しておりますので申し添えます。 

 


